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１．総則

1.1 件名

「【平成 26 年度観光誘致対策事業・誘客プロモーション対策事業】外国人観光客誘客用プロモーションツ

ール及びノベルティ作成事業」（以下「本事業」という）とする。

1.2 仕様書の目的

本仕様書は、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー（以下「OCVB」という）が受託事業者に委託

する本事業に関する仕様を示すものとする。

２．業務の概要

2.1 業務委託の範囲

本仕様書が規定する業務委託の範囲は次のとおりとする。

(1) 外国人観光客誘客用プロモーションツール及びノベルティグッズの作成提案

(2) スケジュール管理

(3) 委託業務全体を統括する担当者 1 名の配置

(4) 上記の内容に付随する業務

(5) その他、業務実施にあたり OCVB と協議の上、業務遂行に必要とされる業務

2.2 提案総額の上限

  提案総額の上限は、7,000,000 円（消費税及び地方消費財を含む）の範囲内とする。ただし、この金

額は企画提案のため提示した金額であり、実際の契約金額とは異なる。

2.3 契約期間

契約締結の日から平成 27 年 3 月 27 日（金）まで

2.4 企画書の提出期限

提出方法：平成 26 年度観光誘致対策事業・誘客プロモーション対策事業「外国人観光客誘客用プロモー

ションツール及びノベルティ作成事業」企画コンペティション応募要綱「7.企画審査書用書類の提

出期限、提出場所」「8.提出書類等」の規則に従い全ての書類を、持参または郵送のいずれかに

て提出。

提出場所：〒901-0152 那覇市小禄 1831-1 沖縄産業支援センター2 階

       一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー

       海外事業部 海外プロモーション課 担当：宮里
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提出期限：平成 27 年 2 月 24 日（火）午後 3 時（必着）まで

2.5 瑕疵担保責任

OCVB への引き渡し日から起算して 1 年の間、成果物に瑕疵があるときは、受託事業者は無償で当該

成果品の修補を行うこと。

３．要求仕様

3.1 概要

本事業においては、沖縄における外国人観光客誘致を目的に、海外で開催される旅行博やイベント等に

来場するバイヤー(BtoB)並びに一般来場者（BtoC）へ配布するプロモーションツール及びノベルティの作成と

する。

3.2 企画提案内容

本仕様書が規定する企画提案内容は以下のとおりとする。

（1）BtoB 並びに BtoC を対象に幅広く配布できる多種多様なものであること。

（2）提案プロモーションツール及びノベルティを配布することにより、沖縄旅行への需要喚起を促すことを目

的とし、下記のロゴ及び URL をツールに入れること。

【Be.Okinawa】→http://www.visitokinawa.jp/

（3）各ツール及びノベルティの単価は下限を 10 円とし、上限を 2,000 円とする。

【プロモーションツール及びノベルティ例】

ボールペン、付箋紙、クリアファイル、エコバック、トラベルバック等

3.3 注意事項

提案内容については、以下の点に留意すること。

(1) 契約候補者として選定された場合においても、提案のあった企画の内容を全て実施することを保証

するものではない。

(2) 本事業に使用する図版及び写真は、原則として受託事業社が用意すること。

(3) 掲載内容の情報については、契約事業社が責任を持って文字校正（情報内容の確認）を行い、必

要に応じて OCVB も校正を行う。

(4) 本仕様書に記載の業務内容は、企画提案のために設定したものであり、実際の契約の仕様書とは

異なる場合がある。

(5) 本仕様書記載の業務内容については、実施段階において、予算や諸事情によって変更することが

ある。


